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平成２１年度 国立大学法人熊本大学 年度計画 

  
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置 
１）学生定員 
   熊本大学の平成２１年度の学生収容定員は、別表のとおりとする。 
 
２）学士課程（教養教育） 
※枠内に、中期計画を記載（以下同じ。） 
○ 現代社会を深く理解できる教養、国際的対話力、情報化への対応能力及び

主体的な課題探求能力を涵養する。 
●  リベラル・アーツ科目の教育を強化するため、学部責任主体の教養教育の

在り方について検討する。 
 
３）学士課程（専門教育） 
① 教養教育との有機的連携を図り、専門知識・技術・技能による課題発見と

解決能力の修得を目指すカリキュラムを実施し、社会に貢献できる質の高い

専門知識と能力を修得させる。 
● 引き続き、教養教育と有機的に連携を図り、専門知識・技術・技能による

課題発見と解決能力の修得を目指すカリキュラムを実施する。 
 

② 学部教育と大学院教育との有機的連携の下で大学院への進学を拡充する。

●  平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施
に努める。 

 
４）大学院（修士課程） 
○ 専門教育と大学院教育とを有機的に連携させた一貫性のある教育プログラ

ムを整備し、人間と自然への深い洞察に基づく総合的判断力と国際的に通用

する高度の専門知識と課題解決能力を修得させる。 
●  薬学教育部においては、新４年制学科（創薬・生命薬科学科）に接続する
博士前期課程の平成２２年度設置に向け、社会が求める実践的なかつ国際化

に対応できる創薬生命科学研究者を育てる教育プログラムを整備する。 
自然科学研究科においては、理学部理学科数理科学プログラム及び工学部

数理工学科と有機的に連携させた自然科学研究科数学専攻(博士前期課程)の
平成２２年度設置に向け、理学、工学の分野間の壁を取り除いた高度な数学

教育を保証する教育プログラムを整備する。また、「大学院科学技術教育の

全面英語化計画」を確実に実施する。 
 
５）大学院（博士課程）   
① 社会文化科学研究科：高度な理論知識及び幅広い総合的視野をもって、自

立して研究を遂行し得る能力並びに実践的・政策的課題の解決に貢献し得る

能力を修得させる。 
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●  平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施
に努める。 

   
② 自然科学研究科：幅広い分野にわたる創造性豊かな実践的応用能力及び総 
合的・国際的視野を持つ研究能力を修得させる。 
● 平成１９年度に採択された「大学院教育改革支援プログラム」（ＧＰ）に 
よる「大学院科学技術教育の全面英語化計画」を確実に実施する。 
 

③ 医学教育部及び薬学教育部：医学及び薬学に関する高度な知識と研究能力、

生命と医療に関する倫理観並びに先進的医療を構築・実践できる洞察力と技

量を修得させる。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施

に努める。 
 
６）専門職大学院（法科大学院） 
① 社会における基礎的かつ普遍的なニーズ及び新しい法的ニーズに的確に対

応できる能力を修得させる。 
●  新カリキュラムの検証を行い、さらなる授業内容及び方法の一層の改善を
図る。 

 
② 司法試験において、全国平均を上回る合格率を目指す。 
●  授業内容の深化・拡充を図り、若手弁護士によるアカデミックアドバイザ 
ー制度等の既往の制度を確実に運用して、獲得した知識を未知の問題に応用 
し、解決できる能力の増大に努める。 

 
７）職業観の涵養 
① 職業観を涵養するため、キャリア教育として、職業選択に関係する授業科

目を学士課程教育の中に開設する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
② 学生が自己の職業適性や将来計画について考える機会となるインターンシ

ップを充実させる。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

   
８）教育の成果・効果の検証 
① 本学のカリキュラム、ＦＤ(Faculty Development)･授業評価、教育システム
等について調査研究し、教育委員会において、実効ある具体的な検証システ

ムを開発し持続的な検証を行う。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
② 学生アンケート調査等による授業評価を行い、教育の成果・効果を検証す

る。 
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● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
③ 卒業生や学外者（就職先）等へ教育に関する調査等を実施し、その結果を

教育にフィードバックして、更なる改善を図る。 
● 卒業生等に対する教育の成果に関する調査を実施するとともに、アンケート 
の調査項目・方法等を見直す。 

 
④ ＴＯＥＩＣ等の外部試験を用いた教育成果の検証を、可能な分野から採用

する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
⑤ 技術者教育をはじめとする専門職業教育の分野において、可能な分野から、

ＪＡＢＥＥ等のアクレディテーション（適格認定）システムの活用を図り、

教育の成果・効果の検証に活用する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 
 

（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置 
１）アドミッション・ポリシー 
① アドミッション・ポリシーを大学の広報誌・ホームページなどを通じて広

報し、高等学校・企業・地域社会などへの周知徹底を図る。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

② アドミッション・ポリシーに応じた学生の受入れや社会人、留学生など幅

広い人材の積極的な受入れのため、推薦入試を含め入学者選抜方法の改善に

ついて検討し、必要な改善策を講じる。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
③ 大学の教育研究の実態を高校生へ周知するため、体験入学、オープンキャ

ンパス、学部説明会などの充実に努めるとともに、高大連携を推進する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。  
 

 
 
２）学士課程 
① 新しいカリキュラムの基本的枠組みを示した「２１世紀熊本大学教養教育

プログラム」に明示された新たな教育目標を基にカリキュラムを編成し、実

施する。 
●  リベラル・アーツ科目の教育を強化するため、学部責任主体の教養教育の

在り方について検討する。 
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② 英語によるコミュニケーション能力の重要性に鑑み、英語での討論・プレ

ゼンテーションの基礎能力を育成するため、CALL(Computer Assisted Language 
Learning)教育を充実させるとともに、指導体制と評価方法の改善を進める。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

③ 急速な情報化に対応できるように、主体的に情報を収集・分析・判断・創

作・発信する能力とともに、情報モラルや、情報機器及び情報通信ネットワ

ークの機能に関する基本的知識や能力の育成を図るために、情報関係科目を

充実させる。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
④ 少人数クラスの基礎セミナーを中心とする転換教育を充実させる。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
⑤ 入学者の多様化に応じた教育を円滑に行うため、数学・理科などの自然科

学についての補習教育を充実させる。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

⑥ 国内外の大学との単位互換の枠を拡大する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

⑦ 各学部の教育目標に応じた教育プログラムの研究開発を進める。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

⑧ 高学年において卒業研究以外の授業でも、プロジェクトベースト・ラーニ

ング（課題設定・解決型学習）の導入を推進する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

 ３）大学院修士課程と博士課程 
① 修士課程と博士課程との関連に配慮しつつ、各研究科の目的に照らして、

教育課程の改善を進める。 
● 薬学教育部は、新４年制学科（創薬・生命薬科学科）に続く博士前期課程、 
自然科学研究科は理学部理学科数理科学プログラム及び工学部数理工学科と

有機的に連携させた数学専攻（博士前期課程）、保健学教育部は博士前期課

程との関連を重視した博士後期課程の、それぞれ平成２２年度設置に向け、

人材養成目的に沿った教育プログラムを整備する。 
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② 課題探求能力の涵養を目指すカリキュラムとして、プロジェクトベ－ス

ト・ラーニング、フィールドワーク、プロジェクト研究などを充実する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

③ 国際的教育を促進するため、英語による講義を拡充する。また、国際会議・

シンポジウムなどへの学生の出席や発表を奨励し、単位化を図る。  
 
 
  ● 平成１９年度に採択された「大学院教育改革支援プログラム」（ＧＰ）に 

よる「大学院科学技術教育の全面英語化計画」を確実に実施する。 

 
４）法科大学院 

① プロセスとしての法曹養成を実現するため、毎回の授業目標を明確化し、

その目標達成の積み重ねを確認するなど、段階的・系統的な教育を実施する。

 ● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
② 実践的能力習得のため、リーガル・クリニックやエクスターンシップの充

実を図る。  
 ● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 

に努める。 
 
 

５）多様な教育方法   
① 演習・実験・実習や共同制作のみならず、講義においても教員と学生との

密接なコミュニケーションを図るため、双方向教育の改善を図る。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
② シラバスに予習・復習のための方法や参考文献・教材などを明示するなど

により、予習・復習を前提とする授業を展開する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
③ インターンシップ・体験実習や地域社会で活躍中の社会人による特別講義

などの体験型の授業を拡大する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

④ 国際的視野と外国語能力を高めるため、交流協定校における学習を奨励す

る。 
● 平成２１年１月１日に発足した国際化推進センターを中心として、海外で 
の語学研修プログラム等を活用した留学プログラムの拡充に取り組む。 
 

⑤ 教育効果を高めるため、ＴＡ（Teaching Assistant） 制度の運用を充実させ
る。 
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● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

⑥ 情報機器・視聴覚機器を活用したｅ-learningシステムなどの教育方法や教材
の開発・運用を進める。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

⑦ 教育方法の改善を図るため、ＦＤ研修会・公開模擬授業・教員相互授業参

観などのＦＤ活動を強化拡充する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

  
６）成績評価 
① それぞれの授業科目の教育目標をシラバスに明示し、目標の達成度によっ

て厳格な成績評価を実施する制度の整備を進める。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
② 日常の継続的な学習活動を適正に評価するため、定期試験のみによる評価

ではなく、レポートや小テストの実施や出席状況の管理などの多様な方法の

組み合わせによる総合評価システムを拡大する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
③ 学生に対するインセンティブ付与のため、卒業及び修了期における学部及

び大学院教育の学業成績が特に優秀な学生の表彰や、成績優秀者に対する履

修制限の撤廃等による早期卒業が可能となる制度を充実させる。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
 （３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 
 １）教育実施体制の強化 

① 学長を議長とする教育審議会を設置し、大学教育の在り方に対する大綱を

審議する。 
● 平成１７年度に完結した。 
 
② 教育審議会の下に施策の具体化と実施を担う教育委員会等を設け、両者の

機能分担により総合的で機動的な意思決定を行う。 
● 平成１７年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
③ 大学教育機能開発総合研究センターは、本学の教育目標を達成させるため、

教育審議会、教育委員会、教養教育実施会議及び学部等と連携を図り、教育

方法等に関する調査・研究・開発を行う。 
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● 平成１７年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
 ２）教養教育実施体制の強化   

○ 教養教育の実施を担う教養教育実施機構を中心に、全学協力体制を強化す

る。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 

 ３）適切な教員の配置 
① 教員の人事において、研究能力だけでなく教育能力をも考慮した選考を行

う。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
② 教育・研究をグローバルに展開し、かつ、外国語及び異文化交流理解等の

ための教育環境を整備し充実するため、外国人教員の積極的な採用方針を検

討し、促進する。 
● 今後継続して、外国人教員の増員に努める。 

 
③ 教員組織とは別に教育プログラムを開発して運用する方式など、より効率

的な教育を行えるシステムを各学部・研究科等で検討し、可能な部局から整

備する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 引き続き社会文化科学研究科において、より効率的な教育が行えるよう、 

システムの改善に取り組む。 

 
４）総合情報環構想の推進 
 総合情報環構想における、学習支援、教育研究支援に関する次の計画を推進

する。 
① 教育研究、地域連携、大学運営等に関する情報（データ）の統合化・一元

化 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、さらなる充実に 
努める。 

 
② 共同利用情報端末室、遠隔授業等に対応した講義室・学習室等の整備 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

５）図書館機能の充実   
① 図書館機能の電子化を進めるとともに、図書館利用環境の整備を進める。

● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
② 貴重書・古文書や文化遺産等の整理と電子的公開を促進する。 
●  平成２１年度に新設する文学部附属永青文庫研究センターを核として、貴 
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重書、古文書の電子化、社会への公開を一層推進する。 
 

③ 学生のニーズを充足するよう学習教育用基本図書を充実させる。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
６）教育活動の評価・改善   
① 教育委員会の企画・実施委員会と評価・ＦＤ委員会との緊密な連携の下に、

各学部等は恒常的に評価結果をカリキュラムや教育方法の改善につなげる。

● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
② 大学教育機能開発総合研究センターは、学部と連携して、教育活動評価の

方法や評価結果の有効活用等について調査・研究を行い、授業方法等の改善・

向上を図る。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
   

③ 大学評価企画・実施会議は、定期的に学部等の教育評価を行い、必要な勧

告を行う。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 

    に努める。 
 

④ 授業改善や授業方法に優れた教員を表彰し、これを個人の教育業績の評価

に加味する。 
  ● 優れた教育活動を行った教員を表彰するための仕組みを全学的に整える。 

 
（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置 
１）学習支援体制の充実   
① クラス担任、チューター、TA に加えて、履修指導担当教員の配置、オフ
ィスアワー等、各学部・研究科等に応じた学習相談や履修指導を強化する。

● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

   
② 学務情報システム（SOSEKI）の機能拡充に努め、自立的学習支援を推進す
る。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

   
③ 各学部は、総合情報基盤センターとの連携により、教育用パソコン、遠隔

学習システム（WebCT、e-learning）、全学無線LANシステムを拡充し、遠隔・
対面講義や個人学習の環境整備に努める。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
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④ 空き時間の教室利用を容易にするなどの利便を図り、学生の自学・自習を

推進する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２）学生生活支援体制の充実   
① 学生相談室を中心に、各種の相談窓口を体系的に整備する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

   
② 学生委員会において、学生の休・退学、留年、不登校の実態調査をきめ細

かく実施し、学生の抱える問題に適切に対処する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

③ セクシュアル・ハラスメント防止対策のため、広報、講演会等をさらに充

実させる。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

   
④ 学生寮、学生食堂、運動施設等の整備を図り、学生生活の質的改善に資す

る。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 

    に努める。 
 

 ３）就職支援体制の充実 
① 就職課を設置し、教員と事務職員が一体となった全学的就職支援を行う。

● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 
② 職業観を育成するため、低学年時より、全学的及び各学部において進路ガ

イダンス、講習会等を行う。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

③ 同窓会、ＯＢ等との連携により、企業訪問、企業説明会等を実施し、就職

活動を支援する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

  
４）経済的支援の推進   
○ 各種奨学金の応募を積極的に支援するとともに、授業料免除システムの活

用により、経済的理由により修学が困難である優秀な学生を支援する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
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 ５）社会的能力の向上   
① 体育会・文化部会及びその下にある各種サークル活動を支援する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

   
② ボランティア活動をはじめとする学内外における学生の活動を奨励・支援

する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 

    に努める 
 

③ 大学の事業に学生を参加させる方策を検討し、可能な事業から実施する。

● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

 ６）社会人学生、留学生に対する配慮   
① 社会人学生が休日や夜間にも利用できる学習環境の整備に努めるととも

に、在宅学習等の遠隔授業実施体制を拡充する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

   
② 留学生の宿舎確保に努めるとともに、熊本大学外国人留学生後援会による

留学生支援の拡充を図る。 
● 留学生の受入体制を整備し、本学で実施する様々な国際連携プログラムを

推進するために、入居者への滞在環境整備と支援体制を整える。 
 
  

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 
 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 
 １）世界水準の研究の推進   

① 独創性の高い先導的研究を、次の２つの方針の下に推進する。 
○ 部局横断的又は特化された研究を「拠点形成研究」と位置付け、大学とし

て重点的に推進する。 
● 最終評価（１７年度採択分）を実施する。 
 
○ 発生医学研究センター、エイズ学研究センター、生命資源研究・支援セン

ター、衝撃・極限環境研究センター及び沿岸域環境科学教育研究センターに

おける研究を重点的に推進する。 
● 発生医学研究センターを発生医学研究所へ改組するとともに、同研究所及 
びエイズ学研究センターについて、更なる研究の高度化を推進するため、全 
国共同利用・共同研究拠点化に向け準備を進める。 
  

② 教員の自由な発想に基づく基盤的研究を推進するため、各部局等において

優秀な人材を確保する。 
● 大学院先導機構において、本学独自のテニュア・トラック制度を活用し、 
前年度に国際公募及び審査を経た若手研究者（特任助教）１０名を採用し、 
支援する。 
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③ 新領域開拓に挑戦する萌芽的研究を推進するため、若手研究者を積極的に

採用するとともに、学長裁量経費を活用する。 
● 若手研究者の短期、長期海外研修制度（国際化推進プログラム・海外先進 
研究実践プログラム、又は本学の若手研究者海外派遣制度）を活用して、若 
手研究者の人材育成に努める。 
    

④ 得意分野の技術開発研究を推進するため、生命資源研究・支援センターを

活用する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

⑤ 産学連携につながる実用化研究を推進するため、地域共同研究センター、

インキュベーション施設、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーを活用する。

  ● イノベーション推進機構を中心として、本学の実用化研究を進め、また、

ベンチャー起業を計画する研究者がさらに活性化して産学連携が強化される

ように、学外企業のインキュベーションラボラトリーへの参加を促進する。 
 

⑥ 世界水準の研究推進のための、競争的外部資金をより多く獲得する。 
   ● 平成１７年度より実施している「科学研究費補助金の申請・採択増の方針」

に基づき科学研究費補助金の獲得増の取り組みを行う。また、今年度から競争

的外部資金として、文部科学省科学研究費補助金のみならず、厚生労働省科学

研究費補助金、経済産業省ＮＥＤＯ資金等の公的研究補助金を合わせて検討す

る。 
 

 ２）知的成果の社会への還元   
① 知的成果を社会へ還元するため、受託研究や共同研究を積極的に行う。 
● 九州地区のＴＬＯとの連携を含めて、熊本ＴＬＯと協働して共同研究のコ 
ーディネートを行うなど、イノベーション推進機構を中心として、受託研究

や共同研究獲得を積極的に推進する。 
 

② 研究の成果を実用化に結びつけるため、産学マッチングファンド等による

産学連携を推進する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

③ 積極的に社会との連携を図るため、研究成果の技術移転、人材育成を行う。

● イノベーション推進機構において新技術説明会等を積極的に開催し研究シ 
ーズの発信を行い、技術移転を進めるとともに、他の機関に若手職員を派遣 
して、知的財産の技術移転等の研修を実施し、職員の専門性を高める。 

 
④ 地域社会のニーズを的確に捉えつつ地域の課題等に対処するため、研究会

等を実施する。 
● イノベーション推進機構において、地域のニーズを発掘するために自治体

等と連携を組み、また、自治体等と情報交換を行い、研究会等を開催する。 
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 ３）研究の水準・成果の公表・検証 
① 個人の研究活動情報を提供するため、研究者総覧などのデータベースを常

に更新して公表する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

② 大学全体及び各部局等の活動に関する情報をホームページで公表する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

③ 大学として又は各部局においてシンポジウムなどを積極的に開催し、参加

者からの意見を聴取する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
④ 大学主催の知的財産公開シンポジウムなどを定期的に開催し、企業ニーズ

の情報収集を行う。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

      
 

 （２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置 
 １）研究推進体制の確立 

① 学長の下に設置する研究戦略会議において、大学として重点的に推進する

拠点形成研究を選定する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。 
  
② 研究戦略会議において策定された基本方針に基づき、研究推進本部におい

て、拠点形成研究の進捗状況を点検する。 
● 最終評価（１７年度採択分）を実施する。 

 
③ 各大学院における研究教育の活性化及び変革発展を先導するため、「大学

院先導機構」を設置した。この「大学院先導機構」に研究戦略会議で選定し

た拠点形成研究を組み入れ、新しいCOE、新研究センター、新大学院専攻 
等の創出を推進する。 

● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
 ２）研究資源配分体制の構築 

① 研究戦略会議は、部局横断的又は特化された研究計画の実施に関し、人材

のより柔軟な運用を検討し、教員のより効果的な人材配置を計画し、実施す

る。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
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② 各部局は、人材のより柔軟な運用を検討し、教員のより効果的な人材配置

を実施する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
③ 研究戦略会議は、部局横断的又は特化された研究に関し学内研究資金の確

保と配分の基本方針を策定し、研究推進本部が具体的に計画し、実施する。

● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
④ 各部局は、世界水準の研究を推進するため、適切な研究資金の配分システ

ムを構築する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
⑤ 研究戦略会議は、研究設備等の基本方策を示し、研究推進本部において、

重点研究のプロジェクト推進を図るための研究設備・研究環境の充実を図る。

● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
⑥ 各部局は、世界水準の研究を推進するため、共通研究スペースに必要な設

備を設置する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
⑦ 民間等研究員を積極的に受け入れ、民間等とのプロジェクトを実施するた

め、本学の共用スペースを積極的に活用する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

⑧ 各部局レベルで、研究人員に応じたスペースが確保できるよう配分システ

ムを構築する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

 ３）研究支援センター等の充実   
① 技術支援を推進するため、生命資源研究・支援センター等の設備等の整備

を行う。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。             
  
② 情報設備等の充実のため、総合情報基盤センターを核とした情報基盤の整

備を行う。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
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③ 学術情報基盤の活用のため、附属図書館の整備を行う。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
   

 ４）知的財産の創出・取得・管理・活用 
① 知的財産創出のため、次の取組みを行う。 
○ 知的財産マネージャーが研究会に参加し、シーズ探索及び情報提供を行う。

● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 
○ ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（起業化人材育成）、地域共同研究

センター（応用的研究等）及びインキュベーション施設（実用化研究）を有

機的に連携させ効果的に知的財産を創出する。 
●  イノベーション推進機構が実施する事業や各ラボラトリーの入居の選定を
効果的に行い、また、終了後の成果や評価を活用することにより、同機構の

運営改善や知的財産の創出に繋げる。 
 

② 知的財産の取得・管理を機能的に行うため、知的財産創生推進本部が中心

となり、発明の届出・審査・出願・管理を行う。 
●  平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施
に努める。 
 

③ 知的財産の活用のため、熊本ＴＬＯと連携し効率的に研究成果の技術移転

を行うとともに、大学発ベンチャー起業を推進する。 
● イノベーション推進機構と熊本ＴＬＯが協働して技術移転を進める。また、 
ベンチャー企業の事例を研究会等で発表し、本学の研究者等にノウハウを伝 
授する。 
 

④ 黒髪キャンパス、本荘キャンパス及び東京（港区芝浦）にそれぞれリエゾ

ンオフィスを設置し、知的財産の創出、取得、管理、活用のワンストップサ

ービスを行う。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。  
 

 ５）研究活動の評価・質の向上   
① 研究戦略会議・研究推進本部は、「拠点形成研究」を評価し、その後の支

援の在り方に反映させる。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
② 個人及び組織の研究活動を向上させるため、第三者評価機関の評価結果に

基づき、大学評価会議及び大学評価・企画実施会議が、研究活動の活性化の

ための改善策を提言する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
 に努める。 
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 ３ その他の目標を達成するための措置 
 （１）社会との連携、国際交流等に関する目標を達成するための措置 
 １）地域社会との連携   

① 地域連携推進本部を中心とした地域社会との連携を推進する体制を整備す

るとともに、学内に地域連携の窓口を設置し、積極的な情報の収集及び発信

を行う。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

  
② 放送大学熊本学習センターの誘致を目指す。 
● 平成１７年度に完結した。 
  
③「熊本大学LINK構想」（熊本大学と熊本県（県庁、学校、企業等）の情報ネ
ットワークを構築し、熊本大学の資源を地域に活用する構想）を活用して「教

育（人材養成）」、「産業振興」、「地域課題解決」及び「環境保全」など

の分野について具体的事業をコーディネートし、地方自治体と共同で実施す

る。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

  
 ２）地域における教育の質の向上   

① 初等・中等教育においてはユアフレンド事業、スーパーサイエンス事業等

を支援する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
      
② 生涯学習教育研究センターを中心として、公開講座及び社会人への授業開

放を拡充する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
 ３）産学官連携の推進   

① 熊本TLO、JST（科学技術振興機構）及びRSP（地域研究開発拠点支援事業）
など学外の諸機関等との連携を図り、起業・雇用の創出支援、技術相談、共

同研究、技術移転を拡充する。 
● イノベーション推進機構を中心として、学内知財創出戦略、知財活用戦略、 
人材養成の大幅な活性化を促すために、他のＴＬＯ等の学外機関との連携を 
強化する。 

 
 ４）国際交流の推進   

① 国際共同研究プロジェクトを推進し、学術上の国際協力連携と研究者の人

的交流に積極的に取り組む。 
● 平成２１年１月１日に発足した国際化推進センターの国際交流支援部門を 
中心に、部局の国際展開･国際プロジェクト獲得のための支援機能を強化し、 
研究者の人的交流の支援を一元化して、学術交流協定の増加や国際共同研究 
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プロジェクトの更なる推進を図る。 
   

② 大学の学術振興支援事業、外部寄附金等の支援を得て、国際会議、国際シ

ンポジウム等を開催する。 
● 平成１９年度に中期計画を達成した。引き続き、国際会議・国際シンポジウ 
ムの積極的な実施に努める。 
  

③ 教職員の海外出張・研修を積極的に実施するとともに、客員研究員の受入

れを拡充する。 
   ● 平成２１年１月１日に発足した国際化推進センターの人材交流支援分野を

中心に、外国人研究者の受入の円滑化に向けて、ワンストップサービスの整

備を行うとともに、国際交流会館の増設により住居に関する受入環境を改善

する。 
 

④ 短期留学生プログラムの活用等による留学生受入体制の整備を行う。 
● 平成２１年１月１日に発足した国際化推進センターが各部局と連携し、新 
たな留学生受入プログラムや留学生の生活環境の改善に取り組む。  
  

⑤ 海外留学を推進するため、協定校を増加させるとともに、海外留学オリエ

ンテーションを実施する。 
●  平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
   
⑥ 大学院生の国際会議等への参加を奨励する。 
● 平成１９年度に中期計画を達成した。引き続き大学院生の国際会議等への 
参加促進に努める。      
                

 （２）附属病院に関する目標を達成するための措置 
 １）医療サービスの向上 

① 患者満足度を高めるため、ISO9001の認証に基づき医療の質的向上を図り、
かつ、安全管理体制を点検・改善する。 

     ● 日本医療機能評価機構の認証に基づいた、医療サービスの質的向上を図る。 
    また、ISO15189に基づく点検・改善を推進し、更に、検査精度等の向上に努 

める。 
 

② 医療カウンセリング室（仮称）を設置し、医療行為に関連したメンタルヘ

ルスを積極的に支援する。 
●  更なる患者相談体制の充実を図るとともに、「事業場内産業保健スタッフ」 
を核とした教職員・学生に対する、メンタルヘルス問題の相談対応体制を整備 
する。 

 
③ 地域に必要とされる医療については、不採算部門であっても他の医療機関

との連携を図り、その部門の運営を支援する。 
● 平成２０年度に設置した「救急外来チーム」の機能を活用し、熊本市医師会 
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「地域医療センター」と連携した、救急患者受入体制を構築する。 
 

④ 平成１５年度から平成１９年度に係る熊本県保健医療計画（第４次）を踏

まえ、高度な救急医療を２４時間体制で実施するため、「救命救急センター」

の設置を目指す。 
●  平成１８年度に決定したように、熊本市内の救命救急医療の現状を踏まえて、

救命救急センターの学内設置は行わないこととし、平成１９年度に策定した救 
急医療に従事する人員確保や救急部機能の充実策に沿って、引き続き救急体制 
整備を推進する。 
  

⑤ 附属病院が中心となって、地域医療における診療録の電子化と共有化を推

進するドルフィンプロジェクトを積極的に支援する。 
●  平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 

●  高度で即戦力となる「がん診療専門医」の育成を図るため、「がん診療専門 
医プログラム」を改善・充実するとともに、平成２０年度に設置した「地域医 
療システム学寄附講座」の具体的な取組を企画・展開し、地域医療に従事する 
総合診療医の養成・支援を行う。 
 

⑥ 医療の質の向上を図るため、他大学や他病院との連携を図り、全ての医療

従事者について研修を実施する。 

 ２）先端医療の開発・導入、医療人育成   
① 「総合臨床研修センター」がコーディネーターとして、関係学部、院内各

診療科（部）、地域の臨床教育研修関連施設等と連携して、次の方策を通

して良質な医療人を育成する。 
○ 医療人の教育研修については、これら機関や地域の関連医療機関等と連携

して、卒前教育、卒後研修、生涯教育学習を推進する。 
●  「中九州三大学合同専門医養成プログラム」により、具体的な専門医養成 
の取り組みを展開する。 

 
○ 平成１６年度から必修化される医師の卒後臨床研修、平成１８年度からの

歯科医師の卒後臨床研修の必修化へ対応するため、適切な研修プログラムの

管理・運営を行う。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
 に努める。 
 
○ 研修医の研修評価と初期臨床研修修了後のフォロー（専門診療科への移行、

大学院への進学等）を適切に行う。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
 に努める。 
 
② 薬剤部においては、実習体制の整備を行い、医学部及び薬学部の学生に対
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して、医薬品適正使用推進のための教育研修を実践するとともに、病院内の

医療従事者に対して医薬品の安全管理に関する啓発活動・支援を拡充する。

● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
  

③ 感染免疫防御、移植再生医療、腫瘍医学、遺伝子診断・治療等の附属病院

の重点研究領域については、本学研究拠点である発生医学研究センター、エ

イズ学研究センター、生命資源研究・支援センターなどとの共同研究プロジ

ェクトに対する支援を図り、臨床応用への導入を推進する。 
● 新興及び再興感染症の予防・治療に関する本学の共同研究プロジェクトを引 
き続き実施・支援するとともに、グローバルCOE「エイズ制圧を目指した国際 
教育研究拠点」の研究計画に基づき、病院として支援可能なエイズとHIV-1感 
染症の制御に関する教育・研究についての拠点形成に協力する。 

 
④ 重点研究領域の臨床応用への導入を推進するため、先導的なトランスレー

ショナルリサーチを行う「先端医療・技術支援センター」（仮称）の設置を

目指す。 
   ● 「先端医療支援センター」の機能を整備し、寄附講座の積極的な設置及び

その研究成果等を臨床応用につなげる取り組みを推進する。 
 

 ３）経営の効率化 
① 各診療科・各部門間の壁をなくし、臓器別診療体制を確立して、病院長の

リーダーシップの下で、病院職員ポストを流動化し、病院経営上、効率的な

人員配置、予算配分が可能な体制を構築する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 
② 中期目標期間中について、病床稼働率８６％以上を維持、クリニカルパス

を拡充、平均在院日数を短縮（２３日以内）し、経営の効率化を図る。 
● クリニカルパスの充実を図り、一般病床の平均在院日数１８日以内を維持 
する。 

   
③ 附属病院の収入については、平成１６年度収入予算を基礎として、経営改

善係数２％を乗じた額の増収を図る。 
● 平成２１年度経営改善計画に基づき、収支目標額の達成を目指す。病院収支 
を分析し、平成２２年度経営改善計画を策定する。 

 
④ 附属病院の機能を強化するため、東病棟の早期新営に向けて再開発計画を

積極的に推進する。 
● 平成１８年度に完結した。 
 
⑤ 附属病院の情報網を整備し、電子カルテ整備、Ｘ線画像のフィルムレス化

及び情報の共有化を図り、病院業務の効率化を推進する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
 に努める。 
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⑥ 臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士等の診療支援業務の医療技

術職員については、業務の効率化を推進するため、人員配置を見直し、集中

管理する管理運営体制を構築する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
 （３）附属学校に関する目標を達成するための措置 
 １）実践的教育の推進   

① 学部・大学院と連携し、社会状況に対応した教育方法に改善するとともに、

自然体験活動教育、ＩＴ教育等を充実する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

   
② 地域教育のレベルアップを図るため、研究発表会や講師派遣等により、公

立学校等に対する先導的教育の情報提供や助言を行う。 
●  平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

    
③ 多様な児童・生徒を受け入れるため、学力、適性能力等を総合的な視点で

選考する方策を検討し、実施する。 
●  平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 
④ 社会の動向を踏まえ、１学級の児童・生徒定員３５人の実現に向けて検討

する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。 
 

 ２）学校運営の充実   
① 学校評議員など学外の意見を活用し、教育体制、支援体制に係る具体的方

策を検討し、実施する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

② 資質の高い教員を確保するため、熊本県と教員の人事交流に関する協定を

締結し、交流を促進する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

③ 熊本県教育委員会と連携し、公立学校の初任者研修、１０年経験者研修等

を充実する。 
●  平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
 ３）学部等との連携   

① 学部・大学院における教員養成のカリキュラム改善や教育方法の開発を支
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援する。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

   
② 教育実習、教育現場の研究や観察等を充実させるとともに、学部教員と附

属学校園の教員が連携し、学生に対する適切な教育現場を提供する。 
   ● 学部・附属学校連携推進委員会及び教育実習委員会で、教育現場の実情に 

即した教育実習計画に基づき、これまでの取組を継続的に適切に実施する。 
  

 
 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 １ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 
１）運営体制の確立 
① 施策立案、執行、評価を行うシステムを整備するため、役員会を中心とし

た施策立案機能を構築する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
 ② 学長の下に総合企画本部を設置し、教員と事務職員が一体となって企画・

立案を行う。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

③ 円滑な大学運営に資するため、部局長等連絡調整会議を設置し、定期的に

全学的な意見の集約及び調整を行う。 
● 平成１８年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
２）全学的会議体の整備 
① 全学的会議体を「施策」、「教学」、「管理運営」に関するものに大別し、

役割分担を明確にしつつ効果的な体制に再編・整備する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

② 教員の負担軽減を図るため、全学的会議体の委員構成を見直す。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
③ 全学的会議体の構成員は部局の運営組織の責任者とするなど、大学と部局

との連携を強化する体制を構築する。 
● 平成１７年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
④ 教員と事務職員との協力連携による一体的運営を図るため、大学・部局の

会議体に関係の事務職員を構成員として加える。 
● 平成１７年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
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に努める。 
 

 ３）部局運営体制の整備 
① 部局長を中心とした部局運営体制を強化するため、副部局長を設置し、活

用する。 
● 平成２０年度完結。 

 
② 効率的な部局運営を行うため、教授会の審議事項を精選するとともに、代

議員会を活用する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
   

③ 効率的な部局運営を行うため、全学的会議体の整備を考慮しつつ部局会議

体を再編する。 
● 平成１７年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

  
４）学内資源の配分 
○ 学長の下に設置する企画会議、研究戦略会議を活用し、全学的な視点から

重点的に資源配分を行う。 
●  法人化移行後５ヶ年の配分、実績を検証し、次期中期目標・中期計画に向

けた効率的・合理的な配分案の策定を行う。 
平成２０年度に引き続き、２期整備予定の文法学部本館及び教育学部本館、

東教室において、共用スペースを確保し、重点的な配分を行う。 
 

 ５）学外者の任用 
○ 法人運営上、専門知識・経験を要する職務等への学外の有識者・専門家の

任用を進める。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
 ６）内部監査機能の充実   

○ 内部監査機能の充実を図るため、監査に関する研修を実施するとともに、

監事及び会計監査人の指導の下、監査基準等の見直し・整備を行う。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 
① 学長の下に設置する企画会議を中心に教育研究組織の見直しを行い、必要

に応じ学部・研究科・学科・専攻等の再編を行う。  
 ● 教育研究組織について、総合企画会議において必要に応じ、学部・研究科 

・学科・専攻等の見直しを行う。 
 

② 大学院を、生命科学系大学院、自然科学系大学院、人文社会科学系大学院

に整備する。 
●  薬学教育部創薬生命科学専攻（博士前期課程）、保健学教育部保健学専攻 
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（博士後期課程）及び自然科学研究科数学専攻（博士前期課程）の設置に向 
け手続きを進める。 

 
③ 研究組織（研究部）と教育組織（教育部）の分離による柔軟な教育研究体

制の導入を図る。 
● 前年度の検討結果を踏まえ、平成２２年度に、現在の学部（医学部保健学科）

教員組織を、大学院医学薬学研究部へ移行するための手続きを進める。 
 

④ 医学教育部保健学専攻の設置を検討し、整備する。 
●  保健学教育部保健学専攻（博士後期課程）の平成２２年度の設置に向け手 
続きを進める。  

 
⑤ 教員養成機能の充実を図るため、隣接県の教員養成系学部との再編・統合

を視野に入れつつ教育研究組織の見直しを行う。 
   ● 平成２０年度完結。 
 

⑥ 主として研究を目的とする学内共同教育研究施設については時限的な組織

とし、研究の動向等を踏まえつつ必要な見直しを行う。 
   ● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 

に努める。 
  

⑦ 発生医学研究センター等、COE性の高い学内共同教育研究施設については、
附置研究所への転換を図る。 
●  発生医学研究センターを発生医学研究所に改組し、同研究所及びエイズ学 
研究センターについて、全国共同利用・共同研究拠点化に向け手続きを進め 
る。 
 

⑧ 医学部附属病院の位置付けの見直しを行う。 
     ●  附属病院の位置付けに関する検討を踏まえ、平成２０年度までに策定・実

施した運営改善の方策を、今後継続して、確実に実施する。 
  

 
 ３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置 
 １）適切な人員管理   

① 新規事業等の実施に対応した教職員の計画的・効率的な配置を行う。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 

に努める。 

 
② 教育、研究、社会貢献について戦略的な人事を行うため、教員定員の一定

数を全学的に確保・運用する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

  
２）人件費削減への取組   
○ 「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示

された総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成１７年度の常勤役員報酬（基
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本給、諸手当）及び常勤職員給与（基本給、諸手当、超過勤務手当）に係る

人件費予算相当額について、平成２１年度までに概ね４％の削減を図る。 
     ● 平成１７年度比人件費予算額の４％の削減を図るとともに、平成２２年度 

からの第二期中期目標期間中の人件費削減計画を策定する。 
 

３）多様な人事制度の構築   
① 外部の専門家の採用及び外部機関との円滑な人的交流を推進するため、年

俸制などの多様な雇用が可能となる人事制度を整備し、導入する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 
② 産学官連携推進等の社会のニーズに対応するため、責務相反の観点を踏ま

え、兼職・兼業のルールを策定する。 
● 部局等の実状も考慮の上、新たに策定した兼業・兼職の手続きにより、事 
務処理の迅速化を図る。 
 

 ４）人事評価システムの整備   
○ 教職員の人事評価の基準を確立し、サバティカル制度等のインセンティブ

を付与するシステムを構築する。  
 ●  教員へのインセンティブ付与の一環として部局等の実情を勘案し可能な部 

局からサバティカル制度を導入する。 

 

５）任期制・公募制の推進と外国人・女性等の採用   
① 各教育研究組織において任期制を検討し、教育研究にとって任期制が有効

なものについては導入する。 
 ● 今後とも、引き続き各部局等の実情にあわせて、任期制の導入を推進する。 

 
② 企画委員会において教員の選考方法を全学的に調整し、公募による選考割

合を増加させる。 
● 部局ごとの特殊事情等を考慮しつつ、教員人事委員会において公募による 
選考を行うよう指導し、公募による選考割合について現状を維持できるよう 
努める。 
 

③ 平成１５年９月現在、外国人教員の割合は０．７％であるが、募集手段・

媒体を工夫するなどの措置をとり、有能な外国人の採用に努める。 
● 新設された国際化推進機構と連携し、外国人研究者の就労環境の整備に努 
め、教員公募の際の国際公募を推進することにより有能な外国人の採用に努 
める。 

 
④ 平成１５年９月現在、女性教員の割合は１１％であり国立大学の全国平均

より高いが、今後とも能力・業績・適性に基づく採用を進める。 
● 平成１８年度に設置された男女共同参画推進委員会を中心として、女性が 
働きやすい就労環境の整備に努めるとともに、学内の意識改革を推進する。 

 
 ６）事務職員等の採用・養成・人事交流   
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① 優秀な人材確保の観点から、専門性が求められる業務については、選考採

用を可能とする制度を導入する。 
● 平成１７年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 

② 事務職員等の質の向上及び組織の活性化の観点から、文部科学省での勤務

や九州地区を中心とした他大学等との人事交流を行う。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 

に努める。 
 

③ 職員の質の向上を図るため、研修制度を充実する。  
 ● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 

とさらなる充実に努める。 

 
４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

事務協議会等を活用して各種事務の見直しを推進し、次の措置を講じる。 
① 各種事務の合理化を行うため、業務内容を分析し、可能なものからアウト

ソーシングを進める。 
●  次期中期目標・中期計画を見据え、事務改革室を中心に、各種WGでの検討 
を進めるとともに、外部専門家等も活用し、業務の廃止・縮小・アウトソー 
シングを念頭に、業務構造の見直し・組み替えについて検討する。 
 

② 各種事務の電子化を進める。 
● 引き続き、各種事務の業務分析を行い、さらに電子化が可能なものについ 
て整備を行うとともに、すでに電子化を実施した業務についても改善の必要 
があるものについて検討を行い、電子事務局構想を推進する。 
 

③ 企画、執行・管理、サービスのそれぞれの機能に対応した事務組織を編成

する。 
   ● 平成２２年度以降の再編を目指す新事務組織（案）を策定するため、外部

専門家等の活用と併せ、「法人事業推進本部」等での検討を進める。 
  
Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 
 ① 科学研究費補助金、受託研究、共同研究、寄附金など外部資金を、中期目

標期間中に平成１５年度比で２５％増加させる。 

●  平成１７年度より実施している「科学研究費補助金の申請・採択増の方針」 
に基づき科学研究費補助金の獲得増の取り組みを行う。また、今年度から競 
争的外部資金として、文部科学省科学研究費補助金のみならず、厚生労働省 
科学研究費補助金、経済産業省ＮＥＤＯ資金等の公的研究補助金を合わせて 
検討する。 

 
② 研究成果や研究活動の実績を積極的に公開し、大学のシーズと産業界のニ

ーズの結びつけに努め、受託研究及び共同研究を増加させる。 
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● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
 

③ 遺伝子改変マウスの供給等について、国内外からの委託件数を増加させる。 
 ● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 

に努める。 

 
２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

 ○ 一般管理費について平成１７年度から毎年度１％程度削減する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 平成１６年度に作成した「経費の抑制、節減方策に関するアクションプログラ 

ム」に基づき、今期中期計画全体の節減予定額の実現に努める。 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 
マスタープランを踏まえ、施設マネジメントの一環として、次のとおり土地・

建物等の資産の効率的な運用を行う。 
① 利用状況を定期的に点検し、企画会議において資産の有効活用のための諸

施策を策定する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 平成１７年度から実施した主要５団地の点検・評価を踏まえて、資産の有 
効活用のための諸施策を策定する。 
 

② 法人所有の特許権などの知的財産権の増大に努め、民間企業等と共同研究

を行い、その実用化を推進する。 
● イノベーション推進機構において、実用化を踏まえた知的財産の増加に努 
め、また、企業へのマーケティング活動や本学が中心となって行う新技術説 
明会等の充実を図り、共同研究の増加に努める。 

 
③ 教育研究拠点形成を目指し、共用スペースの確保と支援を行う。 
● 平成２０年度に引き続き、２期整備予定（第二期中期目標期間中に整備予 
定の）の文法学部本館及び教育学部本館、東教室の改修工事において、共用 
スペースの確保・整備を行う。旧図書館工学部分室を共用スペースとして必 
要な整備を行う。 
 

④ 土地・建物等の資産の貸付料の改定を行う。 
● 毎年の消費者物価指数等を踏まえながら、土地・建物の貸付料の改定を行 
う。また、学内福利施設の貸し付けについては、関係部署との調整の上、独 
自の基準策定を行う。 

 Ⅳ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

① 全学的に教育研究等の活動評価及び教員の個人活動評価を３年に１回実施

し、フィードバックすることによって改善を行う。 
●  学部長等は、各教員の個人活動（自己）評価書に基づき、評価領域（原則とし 
て教育、研究及び社会貢献）ごとの達成状況について評価を行い、所見等を記載 
し各教員へ通知するとともに、その状況を学長へ報告する。 
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② 組織や教員個人の活動の活性化を促すため、評価結果に基づくインセンテ

ィブの導入を推進する。 
●  教員へのインセンティブ付与の一環として部局等の実情を勘案し可能な部局 
からサバティカル制度を導入する。 

 
③ 教育研究活動のデータを収集・分析するシステムを整備・充実する。 
● 統合情報アーカイブデータベースを活用し、大学の活動実績のデータの収 
集の効率化を図るとともに、データ提供などデータベースの活用を進める。 

  
 ２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 

① 社会貢献・広報・情報戦略会議において大学情報を分類し、社会のニーズ

に対応した広報手段を定める。 

● 平成２０年度までに中期計画を達成した。 

 

② ホームページ、広報誌の充実を行う。 

● 国際的情報発信の強化のため、英語版ホームページのさらなる充実を図る。 

 

③ 学外に情報プラザ等を開設する。  

● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 

に努める。 

 

④ 積極的に記者発表を行う。  

● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 

に努める。 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 
 １ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置 
 １）施設設備の整備 

① 施設整備の長期構想（マスタープラン）を策定し、計画的な整備を行う。

● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、マスタープラン 
に基づき、計画的な整備を進める。 

 
 

② ユニバーサルデザインや環境保全等の社会的要請に配慮した施設整備を行

う。 
● 引き続き、ユニバーサルデザインや環境保全等に配慮した計画的な施設整 
備を推進する。   

 
③ ＰＦＩ方式や寄附金等の民間資金導入による施設整備を推進する。 

  ● 留学生宿舎を学内資金により整備する。 
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④ ＰＦＩ方式による事業契約を行った「熊本大学（本荘）発生医学研究セン

ター施設整備事業」を確実に推進する。 
● 平成１７年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その維持管理業 
務とモニタリングを実施する。 

   
⑤ 熊本大学（黒髪南）工学部他校舎改修施設整備事業」をＰＦＩ事業として

確実に推進する。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その維持管理業 
務とモニタリングを実施する。 

 
 ２）施設設備の有効活用・維持保全 

① 施設マネジメントを行うための組織とシステムを構築し、施設設備の維持

保全と利用に関する点検・評価を行う。 
● 平成１７年度の改修計画を基に実施したバリアフリー、インフラ、屋外環 
 境等の維持保全に関する点検評価を行い、今後に取り組む課題を抽出する。 

     過去４年間に実施した主要５キャンパスの室利用状況調査に基づき、改善 
状況を検証し、第二期中期目標期間中に取り組む課題を抽出する。 
 

② 点検・評価に基づき、施設設備を計画的・効率的に維持保全するとともに、

スペースを有効に活用する。 
● 平成２０年度に点検評価したインフラ（電気設備、給排水、ガス等）に重 
点を置いた維持保全を実施する。平成２０年度に行った黒髪南地区キャンパ 
スの点検評価に基づき、スペースの有効活用のための整備を行う。 

 
③ 点検・評価の結果は、マスタープランに反映させる。 
●  平成１９年度までに中期計画を達成した。 
 
④ 長期間にわたって施設設備を良好で安全な状態に保ち活用するために、教

職員、学生の意識の向上を図る。 
● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、教職員、学生の 
意識の向上を図る。 
 

⑤ 伝統的施設の保存と有効活用を推進する具体的な計画を策定し、順次実施

する。 
● 保存計画案を基に五高記念館、化学実験場及び旧図書館工学部分室などの 
伝統的施設の保存と有効活用を推進する。 

  
２ 安全衛生管理に関する目標を達成するための措置 

 １）教職員の安全確保等 
① 中央安全衛生委員会、事業場毎の安全衛生委員会、安全管理室等を設置し、

労働安全衛生法を踏まえた安全な職場環境を確保する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続してその確実な実施に 
努める。 
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② ＲＩ及び有害物質等のデータベースシステムを構築し、管理を充実させる。

● 平成１９年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 
   
③ 教職員等に対して安全衛生管理に関する教育及び研修を実施する。  

   ● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
２）学生等の安全確保等 
① 施設の定期点検を実施し、必要に応じ改修等を行う。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

 
② 学生等に対して、実験・実習等における危険物取扱い・放射線安全管理・

バイオハザード対策等についての安全衛生教育を徹底する。 
● 平成２０年度までに中期計画を達成した。今後継続して、その確実な実施 
に努める。 

   
③ 附属学校園の幼児・児童・生徒に対する安全を確保するため、施設の点検・

整備、避難訓練、安全管理マニュアルの見直し・改善を行う。  
 ● 引き続き、安全に関する社会の状況や学校の現状を踏まえ、幼児・児童・ 

生徒への適切な安全教育及び安全管理を行う。 
● 前年度の訓練結果等に基づき、引き続き不審者侵入や災害等を想定した訓 
練方法を検討して、安全確保に努める。 

● 前年度の実施状況を分析し、定期的に安全点検を実施するとともに、設備 
等の整備を行う。 
 

Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
 
  別紙参照 

 
Ⅶ 短期借入金の限度額 
  １ 短期借入金の限度額 

    ３９億円 

  ２ 想定される理由 

    運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として

   借り入れることも想定される。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 
  １ 重要な財産を譲渡する計画 

    予定なし。 

  ２ 担保に供する計画 

    附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入に伴い、本学病院の敷

地及び建物について、担保に供する。 

 

Ⅸ 剰余金の使途 
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   決算において、剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善

に充てる。 

 

Ⅹ その他 
１ 施設・設備に関する計画 
 

（単位 百万円）

施設・設備の内容 予定額 財      源 

・(医病)病棟 

・(医病)基幹・環境設

備 

・小規模改修 

・病院特別医療機械 

（東病棟設備） 

・ライフライン再生 

事業 

・（本荘）発生医学研

究センター施設整

備事業(PFI) 
・（黒髪南）工学部他

校舎改修施設整備

等事業(PFI) 
 

総額 

８，３６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金      （２，６１７）

 

 

 

船舶建造費補助金      （    ０）

長期借入金         （ ５,６８９）

 

国立大学財務・経営センター施設費交付金 

              （   ５８）

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備の

整備や、老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。

 

２ 人事に関する計画 
 ○人事に関する方針 
 １ 中長期的な人事計画に基づき適切な人員管理を行うとともに、新規事業等の実

施に対応した教職員の計画的・効率的な配置を行う。 

 ２ 教員の流動性を向上させるため、各教育研究組織において任期制を検討し、任

期制が有効なものについては、導入する。 

 ３ 事務職員等の質の向上及び組織の活性化を図るため、他機関との人事交流を行

うとともに研修制度を充実する。 

 

（参考１） 平成２１年度の常勤職員数 ２，０４７人 

      また、任期付職員数の見込みを  ６４人とする。 

（参考２） 平成２１年度の人件費総額見込み２１,３１２百万円（退職手当を除く。） 
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（別紙）予算、収支計画及び資金計画 
 

 １．予 算  
平成２１年度 予算 

                                                      （単位：百万円） 
                  区 分          金   額 

 収入  

   運営費交付金         １６，１５４ 

   施設整備費補助金 ２，６１７ 

   施設整備資金貸付金償還時補助金     ０ 

   補助金等収入 

国立大学財務・経営センター施設費交付金 

２２３ 
            ５８ 

 自己収入 ２２，４０５ 

   授業料及び入学金検定料収入 ６，１５８ 

    附属病院収入 １５，６３０ 

     財産処分収入 ０ 

    雑収入 ６１７ 

 産学連携等研究収入及び寄付金収入等 ２，５２４ 

 長期借入金収入 

目的積立金取崩 

         ５，６８９ 
           ２０２ 

                    計 ４９，８７２ 

 支出  

 業務費 ３５，６９８ 

   教育研究経費 １６，１７９ 

   診療経費 １２，８０８ 

   一般管理費 ６，７１１ 

 施設整備費 

補助金等 

８，３６４ 
  ２２３ 

   産学連携等研究経費及び寄附金事業費等  ２，５２４ 

   長期借入金償還金 ３，０６３ 

                    計 ４９，８７２ 

[人件費の見積り] 

期間中総額 ２１，３１２百万円を支出する。（退職手当を除く。） 

  （うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額１５，２５７百万円） 
（注）「運営費交付金」のうち、平成２１年度当初予算額１５，７３２百万円、前 
年度よりの繰越額のうち使用見込額４２２百万円 

 （注）「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越額から 
の使用見込額８１百万円 

（注）「施設整備補助金」のうち、平成２１年度当初予算額１，３９５百万円、前  
年度（平成２０年度補正予算）よりの繰越額１，２２２百万円 
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 ２．収支計画  

平成２１年度 収支計画 
                           （単位 百万円） 

                  区 分          金 額 

 費用の部          

  経常費用         ４０，９６５ 

   業務費         ３４，８２３ 

    教育研究経費          ４，３９２ 

    診療経費          ５，９３８ 

    受託研究費等          １，５０３ 

       役員人件費            １３１ 

    教員人件費         １２，６００ 

    職員人件費         １０，２５９ 

   一般管理費          ２，５４１ 

   財務費用            ６５８ 

   雑損              ０ 

    減価償却費          ２，９４３ 

  臨時損失              ０ 

   

 収入の部          

   経常収益         ４０，９９７ 

   運営費交付金収益         １５，３９１ 

   授業料収益          ４，９７４ 

   入学金収益            ７８６ 

   検定料収益            １６６ 

   附属病院収益         １５，６３０ 

   受託研究等収益 

  補助金等収益 

         １，５０３ 

           ２２３ 

   寄附金収益            ９３５ 

   財務収益              １ 

     雑益            ６１６ 

   資産見返運営費交付金等戻入            ６４５ 

   資産見返寄附金戻入             ６６ 

   資産見返物品受贈額戻入             ６１ 

  臨時利益              ０ 

     

 純利益 

目的積立金取崩益 

            ３２ 

           ２０２ 

 総利益            ２３４ 
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 ３．資金計画  

平成２１年度 資金計画 
                           （単位 百万円） 

                  区 分          金 額 

 資金支出         ５３，１７５ 

  業務活動による支出         ３６，５２３ 

  投資活動による支出         １０，２８６ 

  財務活動による支出          ３，０６３ 

  翌年度への繰越金          ３，３０３ 

   

 資金収入         ５３，１７５ 

  業務活動による収入         ４０，８８４ 

   運営費交付金による収入         １５，７３２ 

   授業料及び入学金検定料による収入          ６，１５８ 

   附属病院収入         １５，６３０ 

   受託研究等収入 

  補助金等収入 

         １，５０３ 
           ２２３ 

     寄附金収入          １，０２１ 

   その他の収入            ６１７ 

  投資活動による収入          ２，６７５ 

   施設費による収入          ２，６７５ 

   その他の収入              ０ 

  財務活動による収入          ５，６８９ 

  前年度よりの繰越金          ３，９２７ 
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別表 
（学部の学科、研究科の専攻等の名称と学生収容定員、附属学校の収容定員・学級数） 
 文学部 総合人間学科         ２２０人 

  歴史学科           １４０人 

  文学科            ２００人 

  コミュニケーション情報学科  １２０人 

  学部共通（３年次編入）         ２０人 

 教育学部 小学校教員養成課程      ４４０人 

  中学校教員養成課程      ２８０人 

特別支援学校教員養成課程    ６０人 

  養護教諭養成課程       １２０人 

  地域共生社会課程        ８０人 

  生涯スポーツ福祉課程     １６０人 

  養護学校教員養成課程       ２０人 

 法学部 法学科            ８４０人 

  学部共通（３年次編入）         ２０人 

 理学部 理学科            ７６０人 

 医学部 医学科            ６１０人 

  保健学科           ５７６人 

  保健学科共通（３年次編入）   ３２人 

 薬学部 薬学科            ２２０人 

  創薬・生命薬科学科      １４０人 

 工学部 物質生命化学科        ３２０人 

  マテリアル工学科       １８４人 

  機械システム工学科      ３８８人 

  社会環境工学科        ２８４人 

  建築学科            ２２４人 

情報電気電子工学科      ６１２人 

数理工学科           ４０人 

  学部共通（３年次編入）         ６０人 

 教育学研究科（修士課程） 学校教育実践専攻        １３人 

  教科教育実践専攻        ３４人 

  学校教育専攻           ５人 

  特別支援教育専攻         ５人 

  教科教育専攻          ３４人  

  養護教育専攻           ３人 

 社会文化科学研究科（博士前期課程） 公共政策学専攻         ２３人 

  法学専攻            ２１人 

  現代社会人間学専攻       ３６人 

  文化学専攻           ３６人 

  教授システム学専攻       ３０人 

 社会文化科学研究科（博士後期課程） 人間・社会科学専攻       １２人 

  文化学専攻           １６人 

  教授システム学専攻        ６人 

  公共社会政策学専攻        ４人 
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 自然科学研究科（博士前期課程） 理学専攻           ２００人 

  複合新領域科学専攻       ２４人 

  物質生命化学専攻        ８６人 

  マテリアル工学専攻       ５０人 

  機械システム工学専攻     １１４人 

情報電気電子工学専攻     １６２人 

社会環境工学専攻        ７６人 

建築学専攻           ７２人 

 自然科学研究科（博士後期課程） 理学専攻            ３０人 

複合新領域科学専攻       ５４人 

産業創造工学専攻        ４２人 

情報電気電子工学専攻      ３０人 

環境共生工学専攻        ３０人 

 医学教育部（修士課程） 医科学専攻           ４０人 

 医学教育部（博士課程） 医学専攻           １７６人 

生体医科学専攻         ５２人 

  病態制御学専攻         ４４人 

  臨床医科学専攻         ６２人 

  環境社会医学専攻        １８人 

 保健学教育部（修士課程） 保健学専攻           ３２人 

 薬学教育部（博士前期課程） 分子機能薬学専攻        ８４人 

  生命薬科学専攻               ５４人 

 薬学教育部（博士後期課程） 分子機能薬学専攻        ５４人 

  生命薬科学専攻         ３９人 

 法曹養成研究科(法科大学院の課程) 法曹養成専攻          ９０人 

 特別支援教育特別専攻科 特別支援教育専攻        ２０人  

養護教諭特別別科     ４０人  

 

 

 

 

 

 

 

附属幼稚園 

 

附属小学校 

 

附属中学校 

 

附属特別支援学校 

１６０人 

学級数  ５ 

               ７２０人 

            学級数 １８ 

                             ４８０人 

                        学級数 １２ 

小学部             １８人 

学級数  ３ 

  中学部             １８人 

              学級数  ３ 

  高等部             ２４人 

  学級数  ３ 

 


